
}ー百一一一…一一一一一一一一鯛臨み

犬
正
四
年
六

nニ
キ
-
h
M
第
三
層
郵
便
物
置
可
〔
暢
Rn
一
回
-
白
鶴
行
】

干'14.理費目-- y司ご三軍r・ニ)'t.， ::foロ rr詰

轄

載

(禁

晶画
F

砂
糖
消
費
税
に
就
き
て
:
:
・
:
:
:
:
:
:
・
涜
皐
博
士
帥
戸
正
雄

昭
和
五
年
の
我
闘
の
園
富
を
論
ず
・
:
:
番
早
博
士
汐
見
三
郎

司
仰
ほ
恐
慌
論
ご
動
態
論
さ
の
関
係
・
経
済
皐
博
土
在
日
吉
彦

一一一一

:
型
車
博
士
小
品
目
た
時

J

E

l

l

 

輩

院

崎

倫

卿

閤
健
主
命
保
険
の
官
営
問
題

四

削

宿

九

統
計
解
析
に
於
け
る
基
礎
的
問
題
・
:
:
純
済
率
土

プ
ウ
ニ
ヤ
テ
ィ
ヤ
ン
ミ
新
信
用
論
・
・
押
さ
狩
早
土

百
貨
同
の
植
民
地
進
出
・

時

川

虎

三

松

岡

孝

児

期

新

一

何
時
凶
吊
士

説

ge 

陶
業
広
瀬
戸
・
東
濃
・
名
古
犀
の
関
係
:
:
・
:
開
潜
皐
士
菊
田
太
郎

ロ
シ
ア
に
於
け
る
所
得
税
の
賛
謹
:
・
:
・
純
一
師
事
士
伊
藤
武
夫

開

鋒

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



旬惨

昭
和
五
年
の
我
閣
の
閥
富
を
論
ず

汐

見

V
0
 

・自民

第
一
、
序

言

国
債
組
翻
が
百
億
闘
を
突
破
す
る
事
は
我
が
闘
民
経
持
の
基
礎
営
危
〈
す
る
も
の
で
め
る
正
一
五
ふ
詰
L
L
、
我
げ
か

岡
宮
に
比
す
れ
ば
百
億
闘
の
国
債
は
決
し
て
憂
ふ
る
に
足
り
な
い
と
一
五
ふ
設
と
が
潤
立
し
て
ゐ
る
。
従
来
の
岡
官

権
計
叉
は
剛
氏
所
得
推
計
ド
研
兜
の
一
織
の
の
研
究
L

〈
一
干
し
品
位
杉
V
併
ぴ
干
し
ゐ
に
に
机
刊
し
.
問
何
人
寸
の
我
闘
に
於
て
は

国
富
の
数
字
は
頗
る
現
貫
的
の
も
の
仁
し
て
凶
策
樹
立
の
基
礎
材
料
亡
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
然
し
、
か

、
〉
る
質
際
的
要
求
の
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
統
計
調
査
な
る
も
の
は
柿
も
す
れ
ば
無
意
識
的
に
歪
曲
せ
ら
れ
る
傾
向
を

有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
空
気
の
中
に
生
れ
に
る
昭
和
五
年
の
闘
富
推
計
は
特
に
其
の
取
扱
を
慣
重
に
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。凶

債
消
化
カ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
ら
し
め
ん
と
す
る
現
質
的
要
求
は
暫
〈
之
宏
措
く
と
す
る
も
、
我
が
闘
宮
が

如
何
に
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
知
る
事
は
我
が
圃
民
極
端
耐
の
動
向
を
判
定
す
る
上
に
於
て
極
め
て
必
要
で
め

る
。
蓋
し
各
種
の
鰹
持
統
計
が
個
別
経
持
活
動
を
封
象
と
せ
る
に
封
し
、
岡
宮
統
計
は
圃
民
解
掛
金
樫
を
封
象
と

し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
圃
の
圃
富
に
闘
し
て
は
従
来
よ
hJ
各
種
の
数
字
が
示
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
官

附
和
五
年
の
我
闘
の
岡
宮
を
論
ず

第
三
十
八
巻

す
唱

L

」

F
川
r

J
ノ

第
三
披

九



昭
和
五
年
四
我
国
白
圃
寓
を
論
ず

第
一
二
十
八
血
管

六
五

O

第
三
披

O 

騒
統
計
と
し
て
の
岡
常
統
計
は
大
正
十
年
卜
月
に
圃
勢
院
が
後
表
し
た
大
正
二
年
・
大
正
六
年
・
大
正
八
年
の
数
字

が
始
め
て
で
あ
る
。
印
ち
国
際
聯
盟
よ
り
八
大
工
業
国
決
定
問
題
委
考
資
料
と
し
て
我
闘
に
岡
宮
統
計
ぞ
要
求
し
、

国
勢
院
が
其
の
要
求
に
臆
じ
凶
官
な
調
査
し
た
の
で
あ
る
。
其
後
、
内
閣
統
計
局
が
闘
民
所
得
の
推
計
と
共
に
岡

官
の
推
計
を
試
み
た
が
、
経
費
の
閥
係
上
か
ら
し
て
充
分
の
調
査
を
行
ひ
得
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
国
富
推
計
の

必
要
が
切
買
に
戚
ぜ
ら
れ
る
事
正
な
り
、
内
閣
統
計
局
が
特
別
の
艦
費
を
計
上
し
て
昭
和
五
年
の
園
官
を
推
計
し
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昭
和
五
年
の
我
が
凶
富
は
千
百
一
億
八
千
八
百
高
固
と
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
敷

宇
を
分
母
と
し
凶
債
費
行
高
を
分
子
と
し
て
比
率
営
算
定
し
、
直
ち
に
園
債
消
化
力
の
大
小
金
云
々
す
る
が
如
き

事
は
避
げ
ね
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
。
岡
宮
推
計
の
此
の
数
字
は
可
な
り
勢
力
を
か
け
て
得
に
も
の
で
め
っ
て
必
ボ

通
営
に
之
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
此
の
戴
字
に
過
分
の
負
携
を
強
ひ
る
事
は
安
営
で
な
い
。
昭
和
五
年
岡
宮

推
計
の
敷
字
の
意
味
を
充
分
に
理
解
し
必
要
に
し
て
充
分
な
る
利
用
方
法
を
講
十
る
潟
め
に
は
、
圃
富
推
計
の
方

法
と
岡
宮
推
計
の
結
果
、
と
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
、
園
富
推
計
の
方
法

-
昭
和
五
年
の
国
富
推
計
は
、
突
の
如
き
調
査
要
綱
を
出
後
勤
と
し
て
調
査
せ
ら
れ
た
・
も
の
で
あ
る
。

第
一
調
査
の
範
囲
昭
和
五
年
末
内
地
に
於
け
る
物
的
財
貨
の
線
額
及
封
外
債
檎
債
務
差
額
。

第
二
調
査
白
項
目
及
方
法

(

一

V

岡
宮
を
左
記
十
七
項
目
に
分
ち
、
各
項
目
毎
に
其
白
償
額
を
評
債
の
上
令
算
ナ
。



〆「

一、-

一

土

地

二

繍

山

=

一

港

湾

及

運

河

四

橋

梁

五

樹

木

六

家

主

回

及

家

禽

七

建

物

八

工

業

用

機

械

器

具

九

畿
道
及
軌
道
一

O

諸
車
及
航
空
機
一
一
般
舶
一
二
電
気
及
瓦
斯
供
給
設
備
一
-
一
一
電
信
及
電
話
設
備
一
四
水
道
設

備

一

五

所

蔵

財

貨

(
1

家
具
家
財

2

生
産
同
開

3

錦
貨
及
金
銭
地
金
)
一
六
雑
一
七
調
外
債
檎
債
務
差
額

上
記
各
項
目
に
属
ナ
る
財
貨
の
償
額
は
別
}
添
「
昭
和
五
年
圃
宮
推
計
方
法
」
に
依
り
既
存
資
料
、
照
合
調
査
及
貰
地
調
査
に
基
き
調
査
の
上

之
を
官
有
、
公
有
及
忍
有
挫
に
府
鯨
別
に
友
章
ナ
、
但
し
圃
宮
各
項
目
巾
府
蝦
別
便
績
不
明
な
る
も
の
に
付
で
は
業
の
総
衡
を
一
定
模
準

に
依
り
府
脱
に
一
様
分
ナ
。

前
記
償
額
の
貧
定
標
準
は
原
則
と
し
て
減
耗
を
倒
的
し
た
る
再
生
産
償
額
と
し
、
再
生
産
償
額
に
依
る
こ
と
不
遜
営
た
る
財
貨
に
付
て
は

時
倒
に
品
川
る
。

資
地
調
査
は
代
表
的
若
干
世
帯
に
就
き
昭
和
七
年
十
二
周
三
十
一
日
現
症
に
依
り
之
を
仔
ひ
、

ナ。

推
計
方
法
の
個
々
の
貼
に
つ
い
て
は
「
第
三

行付与
Y
I一

r、
、、-'

其
の
結
果
を
昭
和
五
年
末
の
時
慣
に
換
算

岡
宮
推
計
の
結
果
」
に
於
て
感
ぺ
る
事

t
し
、
産
ド
は
岡
宮
調

資
理
綱
h
r

必
礎
ー
と
い

τ推
計
方
仙
人
付
般
に
わ
た
h
府
批
念
試
み
£
。

説
明
め
便
宜
上
よ
り
、
前
調
査
h
w
t
-
昭
和

年
六
月
に
内
閣
統
計
局
が
後
表
せ
し
「
大
正
十
三
年
に
於
け
る
園
富
推
計
」
を
本
調
査
と
比
較
す
る
。

調
査
客
睡
と
し
て
は
内
地
に
於
け
る
物
的
財
貨
の
総
額
が
原
則
的
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
物
的
方
法

が
基
調
ぞ
な
し
て
ゐ
る
事
は
前
回
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
前
回
に
於
て
は
二
十
二
の
項
目
に
つ
き
贋
く
調
査
し
に

る
に
劃
し
、
本
田
の
分
は
物
的
財
貨
の
み
全
十
六
項
目
に
分
ち
た
る
所
が
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
。

ーー第
一
項
目
土
地
、
第
二
項
目
鍵
山
は
前
回
と
同
じ
で
あ
る
が
、
第
三
項
目
は
捲
濁
及
運
河
に
し
て
前
回
の
海
湖

川
及
捲
漕
と
異
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
、
今
回
の
調
査
が
調
査
客
鰹
を
物
的
財
貨
に
限
定
し
た
結
果
で
め
っ
て
、
自
然

の
海
湖
川
を
除
外
す
る
と
共
に
人
工
の
運
河
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
五
年
の
我
闘
の
閣
官
を
論
ず

a

、B
L

7
3
 

第

杭

第
一
一
一
十
八
巻



l
J
1
1
i
l
i
l
l
1
;
:

』

昭
和
五
年
の
我
闘
の
闘
賞
を
論
ず

第
二
・
十
八
巻

大
五

第
一
一
ゴ
就

第
四
項
目
橋
梁
に
は
問
題
が
無
い
が
、
第
五
項
目
樹
木
に
於
て
用
材
の
外
に
薪
決
材
・
竹
材
・
果
樹
・
桑
樹
及
茶
樹

を
加
へ
た
賠
と
第
六
項
目
家
畜
及
家
禽
に
於
て
養
魚
及
蜜
蜂
を
加
へ
た
黙
と
が
前
回
と
異
っ
て
ゐ
る
。

第
七
項
目
建
物
に
は
盤
り
は
な
い
が
、
第
八
項
目
工
業
用
機
械
器
具
は
前
回
の
製
造
工
業
機
械
よ
り
電
気
及
瓦

斯
供
給
に
闘
す
る
機
械
を
除
き
に
る
も
の
で
あ
る
。

第
九
項
目
舗
道
及
軌
道
は
前
回
と
同
じ
で
あ
り
、
第
十
項
目
諸
事
及
航
空
機
は
前
回
の
諸
取
に
航
定
機
な
加
へ

仁
も
の
で
め
h
ソ
¥
節
十
一
一
割
目
船
舶
叫
前
倒
耐
椛
T
め
る
。

第
十
二
項
目
電
気
及
瓦
斯
供
給
設
備
は
前
回
に
は
製
造
工
業
機
械
に
包
合
せ
ら
れ
、
第
十
三
項
目
電
信
及
電
話

設
備
は
各
省
財
産
に
包
合
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
今
回
は
何
れ
も
濁
立
の
項
目
に
之
を
加
へ
に
。
第
十
四
項
目
水
道

設
備
は
前
回
の
水
道
と
同
じ
で
め
る
。

第
十
五
項
目
所
蕪
財
貨
の
中
で
、

1
家
具
家
財
は
前
回
と
同
じ
〈
、

2
生
産
ロ
聞
は
前
回
の
農
産
品
・
林
産
品
・
工

産
品
・
鎖
産
日
間
・
水
産
品
・
轍
入
ロ
聞
を
合
み
、
3
錯
貨
及
金
銀
地
金
は
前
回
の
貨
幣
及
金
銭
地
金
に
営
る
。

第
十
六
項
目
雑
は
前
回
で
は
其
の
他
に
合
ま
れ
て
ゐ
に
。
筒
、
前
回
に
は
各
省
財
産
な
る
濁
立
項
目
が
め
っ
た

が
、
今
回
は
其
の
財
産
の
内
容
如
何
に
よ
り
営
該
項
目
中
に
計
上
す
る
事
と
し
七
。

要
す
る
に
、
物
的
方
法
を
採
用
し
に
事
は
前
固
と
同
様
で
あ
る
が
、
客
憧
を
物
的
財
貨
と
明
定
し
て
自
然
ぞ
除

外
し
た
酷
と
各
省
財
産
な
る
形
式
的
項
目
を
慶
し
て
寅
質
的
項
目
に
統
一
し
た
貼
と
項
目
の
内
容
を
多
少
修
正
し

た
知
と
の
三
つ
に
於
て
前
田
よ
り
準
歩
し
て
ゐ
る
。



調
査
客
龍
は
内
地
に
於
け
る
物
的
財
貨
の
緯
額
で
あ
っ
て
物
的
方
法
に
基
〈
属
地
主
義
を
原
則
と
し
て
ゐ

る
が
、
最
後
に
修
正
項
目
と
し
て
封
外
債
権
債
務
差
額
を
設
け
人
的
方
法
に
基
く
属
人
主
義
官
採
用
し
て
ゐ
る
。

印
ち
内
地
に
於
け
る
物
的
財
貨
の
綿
額
を
基
礎
と
し
、
之
に
封
外
債
権
を
加
へ
罰
外
債
務
を
差
引
き
闘
富
を
調
査

L
た
の
で
ゐ
っ
て
。
今
回
の
第
十
七
項
目
調
外
債
権
債
務
差
額
と
前
回
の
第
二
十
三
項
目
封
外
債
権
債
務
と
は
他

の
諸
項
目
が
物
的
方
法
な
る
に
封
し
唯
一
の
人
的
方
法
と
し
て
例
外
を
な
し
て
ゐ
る
。

片
品
に
考
ふ
ぺ
き
は
、
内
地
と
外
地
(
樺
太
・
豪
濁
・
朝
鮮
・
開
東
州
也
市
満
洲
鍵
道
株
式
合
枇
附
属
地
・
南
洋
委
任
統

的
匝
域
)
L
L

外
剛
と
じ
跨
る
凶
作
川
を
如
何
i
臨
理
す
べ
き
や
の
問
題
で
め
る
。
属
地
主
義
で
徹
底
寸
る
な
ら
ば
内
地

に
お
す
る
物
的
財
質
営
物
的
方
鵠
で
調
査
す
れ
ば
見
、
り
、
内
地
人
い
か
内
地
以
外
に
有
す
ろ
慌
し
と
か
外
国
人
が
内
地

に
有
す
る
富
と
か
を
調
査
す
4
0
の
は
、
寧
ろ
属
人
主
義
に
基
主
人
的
方
法
に
一
歩
踏
み
出
し
た
事
と
な
る
。
属
地
主

義
に
属
人
主
義
を
加
味
す
る
事
と
な
れ
ば
、
内
地
人
と
外
国
人
と
の
開
係
に
止
ま
ら
や
内
地
人
と
外
地
人
と
の
聞

係
を
明
か
に
す
る
必
要
が
生
や
る
。
問
題
を
明
確
に
す
る
潟
め
に
、
属
地
主
義
に
よ
り
内
圃
・
外
地
・
外
圃
に
あ
る
富

'
e
A
・B
-
C
に
て
一
不
し
、
更
に
属
人
主
義
に
よ
り
内
岡
人
・
外
地
人
・
外
刷
人
の
有
す
る
富
を

a
・b
・
c
に
て
現
は

す
と
、

ω
・日中・
K
・と
h
・恥

-
K
・
と
臼
・
臼
-
Q
と
の
組
合
は
せ
が
出
来
て
く
る
。
先
づ
属
地
主
義
で
内
地
に
於
け

る
物
的
財
貨
を
算
定
し
て
ね
と
い
中
と
ん
川
と
を
得
る
。
・
次
に
調
外
債
権
と
し
て
恥
と
臼
と
を
加
へ
、
史
に
劃
外
債
務

と
し
て
い
却
と
K
L」
を
差
引
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
内
地
の
圃
宮
は
属
人
主
義
と
属
地
主
義
と
を
調
和
す
る
結
果
と

し
て

昭
和
五
年
の
我
国
的
岡
宮
を
論
ず

第
三
十
八
巻

-、-
L

J
ノ

守

寸

品

第
三
波



昭
和
五
年
目
我
闘
の
岡
宮
を
論
ず

第
三
十
八
巻

六
五
四

第
一
一
一
披

四

(
吉
+
〉
σ
十
〉
円
)
十

(
]
U
+
(
ν
)
l
(
〉
σ
+
〉
門

)
H
B
笹
口
汚
ミ
が
さ
き
淳
蹄

S
路
盤
ハ
げ
虫
学
益
田
山
諮
問
刷
輸
出
附
盤
H

げ

山

Z
U
4
E
協
議
問
掛
川
川
賞

を
得
る
の
で
め
る
。
然
し
、
内
地
と
外
地
と
の
債
権
債
務
の
闘
係
は
互
に
交
錯
し
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
本
調
査
の

調
外
債
権
債
務
差
額
の
所
謂
「
外
」
に
は
「
外
闘
」
の
み
を
意
味
し
「
外
地
」
は
之
を
除
〈
事
と
し
た
の
で
あ
る
υ

結
局

の
所
、
内
閣
統
計
局
の
幽
富
な
る
も
の
は

('fι
〉
ゲ
ナ

f
r
p
l
h
f
H
H
辺
倖
打
法
一
中
加
、
芯
即
位
波
川

S
験
強
ハ
什
ー
時
半
…
紘
一
日
仏
間
印
税
同
ー
蹴

と
な
る
。
故
に
内
地
の
副
官
と
云
ふ
際
に
は
、
比
較
的
闘
係
薄
き
「
内
地
と
外
闘
と
の
債
権
債
務
闘
係
」
は
考
慮
せ

ら
れ
て
ゐ
る
が
、
比
較
的
関
係
深
き
「
内
地
と
外
地
と
の
債
権
債
務
関
係
」
は
明
か
で
な
い
、
剖
ち
外
地
は
内
地
と

外
国
と
の
聞
に
挿
ま
れ
て
一
種
の
畳
一
室
扶
態
営
呈
す
る
課
で
あ
る
。
但
し
内
地
と
外
地
と
の
債
権
債
務
の
開
係
が

相
殺
せ
ら
れ
る
と
般
定
せ
ば
此
の
懸
念
が
な
〈
な
り
、
又
貫
際
問
題
と
し
て
は
雨
者
の
闘
係
は
到
底
之
を
調
査
し

得
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
ア
る
か
ら
、
此
の
程
度
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。

次
仁
、
封
外
債
権
債
務
差
額
の
意
味
で
あ
る
が
‘
之
を
贋
義
に
解
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
卸
ち
外
国
の
会
世

債
に
臆
じ
て
外
部
資
金
を
供
給
す
る
場
合
の
み
な
ら
争
、
真
に
外
園
舎
枇
の
株
券
を
所
有
し
て
内
部
資
金
を
供
給

す
る
場
合
も
、
又
外
国
で
直
接
に
事
業
に
営
る
場
合
を
も
、
凡
で
劃
外
債
権
の
中
仁
包
含
し
て
ゐ
る
。

回

調
査
時
の
問
題
と
し
て
昭
和
五
年
末
と
云
ふ
時
期
含
吟
味
す
る
必
要
が
め
る
。
我
闘
の
国
勢
調
査
は
大
正

九
年
(
一
九
二

O
年
)
に
始
ま

b
、
大
正
十
四
年
(
一
九
二
五
年
)
と
昭
和
五
年
(
一
九
三

O
年
)
と
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。



故
に
昭
和
五
年
に
は
十
月
一
日
に
国
勢
調
査
あ
り
十
二
月
三
十
一
日
に
国
富
が
推
計
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

人
口
左
富
と
に
闘
す
る
静
態
調
査
が
三
ヶ
月
を
隔
て
う
行
は
れ
る
罪
で
あ
る
。

A
-
後
-b
岡
宮
推
計
と
同
勢
調
査
と

合
同
年
に
行
っ
て
行
〈
と
、
好
都
合
で
あ
る
。

向
、
昭
和
五
年
末
が
、
最
近
に
於
て
金
紙
の
開
き
が
無
く
な
り
鴻
替
が
安
定
し
た
唯
一
の
年
末
で
あ
る
事

a注

意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
岡
宮
を
推
計
す
4
0
以
上
は
之
を
外
岡
貨
幣
に
換
算
し
他
幽
の
岡
宮
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。

然
る
に
我
闘
の
如
く
生
産
物
の
少
な
か
ら
ゲ
る
部
分
が
外
国
潟
替
と
混
交
渉
に
騰
落
す
る
困
じ
於
て
は
、
金
紙
の

開
き
が
此
い
に
な
っ

τ・
も
一
向
物
慣
に
響
か
な
い
事
が
あ
る
。
か
〉
る
場
合
に
金
物
慣
を
標
準
と
し
て
岡
宮
を
計
算

す
る
と
ぜ
ば
怖
掛
川
替
相
場
の
竿
械
と
共
に
岡
宮
が
ゆ
ヤ
一
慨
す
る
と
え
ふ
現
象
が
生
や
る
の
で
あ
る
。
叉
批
判
外
債
権
債

務
差
額
の
算
定
に
際
し
金
貨
約
款
を
如
何
に
解
揮
す
る
か
の
問
題
が
起
る
の
で
め
る
。
幸
ひ
昭
和
五
年
末
は
金
紙

が
一
致
し
震
替
の
安
定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
問
題
は
無
い
が
、
闘
富
推
計
に
閲
す
る
牌
来
の
問
題
と
し
て
金

紙
の
聞
き
を
如
何
に
慮
理
す
ぺ
き
ゃ
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

最
後
は
評
債
方
怯
で
あ
る
が
、
物
的
財
貨
の
算
定
標
準
に
原
則
と
し
て
減
耗
を
掛
酌
し
た
る
再
生
産
償
額

を
用
ひ
、
再
生
産
債
額
に
依
る
こ
と
不
通
常
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
時
債
に
よ
る
事
を
認
め
て
ゐ
る
。

こ
れ
前
回
に
於
て
時
債
及
び
牧
盆
還
元
債
額
を
用
ひ
た
の
と
大
い
に
具
っ
て
ゐ
る
。

物
的
財
貨
の
債
格
は
、
過
去
に
其
れ
に
要
し
に
る
鰹
費
に
よ
り
の
。
埠
〈
と

5
8
e算
定
す
る
事
も
出
来
る
し
、

現
在
の
利
用
債
格
岡
山
内
ロ
ロ
コ
円
〈
と
己
刊
を
時
債
又
は
牧
盆
還
元
債
額
で
調
べ
る
事
が
出
来
る
。
牧
盆
還
元
債
額
も
長

昭
和
五
年
の
詑
闘
の
同
富
を
論
ず

第
一
一
一
+
八
巻

六
五
五

第

f庖

'h: 



昭
和
五
年
時
我
同
酬
の
凶
宮
を
論
ず

第
三
十
ヘ
各

第

盟主

二
六

所
を
有
し
て
ゐ
る
が
楽
教
の
決
定
仁
困
難
を
件
ぴ
且
つ
内
閣
統
計
局
が
圃
富
の
外
に
凶
民
所
得
の
推
計
を
試
み
て

ゐ
る
際
で
あ
る
か
ら
、
全
然
之
'T
用
ひ
な
か
っ
七
の
で
あ
る
。
結
局
は
門
C
M

同ー〈目
7
お
と
出
向
日
町
田
け
〈
と
5
と
の
中

間
物
左
し
て
再
生
産
償
額
よ
り
減
耗
を
考
慮
し
に
る
も
の
を
採
用
す
る
事
と
な
っ
た
。
只
再
生
産
償
額
に
よ
る
こ

と
の
不
通
営
の
も
の
例
へ
ば
土
地
に
つ
い
て
は
時
慣
に
よ
る
事
と
な
っ
た
。

第
豆
、
圃
富
推
計
の
結
果

前
述
mw
如
〈
昭
和
五
年
末
闘
宙
柁
副
叫
午
、
h
一
一
倍
八
千
八
百
十
川
凶
に
上

ι1
大
民
二
年
末
。
大
正
八
年
末
船

大
正
十
三
年
末
の
何
れ
の
国
富
よ
り
も
大
で
あ
る
。
然
し
今
回
の
調
査
は
前
回
の
調
査
と
方
法
診
異
に
し
て
ゐ
る

か
ら
之
を
修
正
す
る
必
要
あ
り
、
其
の
結
果
と
し
て
昭
和
五
年
末
闘
宮
は
大
正
三
年
末
よ
h
大
で
あ
る
が
大
正
八

年
末
よ
り
も
大
正
十
三
年
末
よ
り
も
少
〈
な
る
。
一
見
じ
考
ふ
べ
き
は
大
正
二
年
よ
り
昭
和
五
年
ま
で
の
聞
に
は
物

償
の
獲
動
著
し
き
が
故
に
此
等
の
名
義
的
園
富
ぞ
貫
質
的
岡
宮
に
換
算
す
る
必
要
あ
り
、
質
質
的
圃
宮
に
よ
れ
ば

大
正
二
年
末
を
一

O
O
と
し
て
大
正
八
年
末
一
一
四
・
大
正
十
三
年
末
二
ハ
0
・
昭
和
五
年
末
一
七
七
と
云
ふ
敷
字

を
得
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
閥
係
を
表
で
示
す
と
、
衣
の
如
く
で
あ
る
。

昭大大大

和正正正
十

五=入二

年年年年

末末末末

推|

金
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一一
昭
和
五
年
末
岡
宮
を
官
有
と
公
有
左
在
有
と
に
分
ち
、

夏
に
各
項
目
別
金
額
を
明
か
に
し
て
、

次
の
表
を

得
た
の
で
あ
る
。

土

地

一

鍛

山

↑

海

港

及

運

河

一

橋

殺

一

樹

木

一

酌

獄

帯

決

策

禽

一

建

物

一

工

業

用

機

械

器

具

一

銭

・

道

及

軌

道

一

諸

車

及

航

空

機

師

咽

舶

電
気
及
瓦
斯
供
給
設
備

電

信

及

電

話

設

備

水

道

設

備

所

滅

財

貨

雑甥

外

債

権

債

務

差

額

線

3聖

額
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屯
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六
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同
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口
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、
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昭
和
五
年
の
我
回
の
岡
宮
を
論
ず

第
三
十
八
巻

穴
五
八

第

獄

i¥. 

国
富
総
額
中
で
最
も
大
な
る
割
合
そ
占
め
て
ゐ
る
も
の
が
私
有
の
八
割
四
分
に
し
て
.
第
二
が
官
有
の
一
割
二

分
、
第
三
が
会
有
の
四
分
で
あ
る
事
は
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て
程
有
財
産
が
絶
封
的
に
大
で
あ
る
。
前
回
の

撒
字
で
は
此
聞
の
消
息
が
朋
か
で
な
か
っ
に
。

最
後
の
項
目
た
る
封
外
債
権
債
務
差
額
は
修
正
項
目
で
め
る
か
ら
之
JT
除
、
主
亡
、
蔑
俸
の
項
目
そ
各
府
牒
に
分
ち

岡
宮
の
地
理
的
分
布
を
算
定
し
た
の
で
あ
る
。
酷
し
此
際
注
意
す
べ
き
は
、
府
牒
別
の
場
合
に
専
一
ら
属
地
主
義
を

朋
ひ
属
人
主
義
営
会
〈
顧
慮
し
て
ゐ
な
い
事
で
あ
る
。
財
産
が
某
府
牒
に
め
お
と
一
五
ふ
事
法
、
ぞ
の
叫
用
品
民
炉
某
府

懸
に
物
理
的
に
存
在
し
て
ゐ
る
と
一
五
ふ
事
で
あ
っ
て
、
所
有
者
の
住
居
'
と
は
全
〈
別
問
題
で
め
る
。

昭
和
五
年
末
圃
富
調
査
は
、
従
来
の
調
査
が
既
存
資
料
の
利
用
の
み
に
終
始
し
た
る
に
反
し
、
既
存
資
料
・

照
曾
調
査
及
貫
地
調
査
を
併
用
し
た
る
馳
に
長
所
を
有
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
各
項
目
の
推
計
方
法
も
以
下
通
ぶ
る

が
如
〈
従
来
の
も
の
と
具
ら
ゴ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
圃
富
鱒
額
の
中
で
土
地
が
三
割
七
分
を
占
め
建
物
が
二
割
一
分
宇
佐
占
め
雨
者
を
合
一
す
れ
ば
五
割
八
円
?
と
な

り
、
問
題
全
私
有
の
財
貨
に
限
れ
ば
雨
者
で
六
割
二
分
と
云
ム
大
な
る
割
合
を
占
め
る
事
と
な
る
o

不
動
産
に
圃

富
の
重
心
が
存
し
て
ゐ
る
事
は
其
れ
自
身
研
究
に
値
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
不
動
産
の
推
計
方
法
如
何
に
よ

り
我
が
岡
宮
の
評
慣
が
可
な
り
増
減
す
る
事
を
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

土
地
は
有
租
地
、
見
租
年
期
地
、
見
租
地
及
び
葉
他
の
四
種
に
分
れ
、
有
租
地
は
回
・
畑
・
宅
地
等
よ
り
な
っ
て

ゐ
る
。
土
地
債
額
の
最
も
大
な
る
も
の
は
困
・
畑
・
宅
地
の
一
一
二
ノ
で
あ
っ
て
、
三
者
合
す
る
と
幽
富
総
額
の
二
割
九



も
品
九
一
一

λ

入、

分
、
私
有
財
産
の
三
割
四
分
に
上
る
の
で
あ
る
。
凶
・
畑
・
宅
地
・
曜
田
の
債
額
は
大
粛
省
調
査
の
各
府
時
中
等
地
一

段
歩
営
り
責
買
債
格
に
各
其
の
綿
段
別
を
乗
じ
て
算
出
し
に
も
の
で
み
の
っ
て
、
今
回
の
時
債
主
義
か
ら
云
へ
ば
自

然
の
道
行
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
こ
れ
は
類
推
の
基
礎
を
な
す
中
等
地
一
段
歩
営
り
貰
買
債
格
が
安
営
な
数
字
で

め
る
事
を
前
提
と
し
て
始
め
て
出
来
る
事
で
あ
っ
て
、
此
の
数
字
の
動
き
如
何
に
よ
っ
て
我
が
岡
宮
綿
額
は
相
営

の
影
響
を
受
け
る
事
と
な
る
。
も
し
牧
益
還
元
償
額
主
義
を
探
る
な
ら
ば
、
一
千
百
高
闘
の
統
計
調
査
費
伝
か
け

て
得
た
土
地
賃
貸
憤
格
と
云
ふ
正
確
な
る
数
字
げ
が
あ
る
か
ら
、
此
の
数
字
に
一
定
の
数
伝
来
じ
て
土
地
の
償
額
ぞ

還
元
す
る
事
が
出
来
る
の
で
め
あ
っ
勿
論
、
土
地
賃
貸
借
絡
に
基
き
土
地
の
償
額
を
算
定
す
る
の
に
は
二
つ
の
有

-
C
5
じ
よ
離
が
ら

3
0

4
ノ
J

ん
と
」
ノ
輯
問
、
1

6

4

一
九
つ
は
、
自
己
の
土
地
ぞ
耕
し
白
己
の
ト
。
地
仁
邸
宅
を
有
し
て
ゐ
る
人
に
と
っ
て
は
士
地

賃
貸
債
格
は
一
つ
の
擬
制
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
士
地
賃
貸
債
格
ぞ
還
元
す
る
乗
数
日
か
不
明
瞭

で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
結
局
の
所
は
、
牧
盆
還
元
に
用
ふ
る
乗
敷
の
誤
謬
と
中
等
地
一
段
歩
常
り
責
買
債
格

の
諜
謬
と
の
何
れ
が
大
な
り
や
の
問
題
に
師
す
る
。
然
し
賓
際
問
題
と
し
て
考
へ
て
見
る
と
、
南
方
の
計
算
の
結

果
は
大
韓
に
於
て
一
致
す
る
様
で
あ
り
、
又
調
査
の
根
本
方
針
と
し
て
時
債
主
義
を
採
用
す
る
事
に
決
定
し
た
以

上
は
土
地
に
の
み
例
外
を
設
け
牧
盆
還
元
債
額
主
義
に
拘
泥
す
る
事
は
首
尾
一
買
を
快
〈
事
と
な
る
か
ら
、
貰
寅

債
額
主
義
は
相
営
の
根
壌
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

建
物
に
つ
い
て
は
前
回
に
は
登
記
統
計
を
利
用
し
た
が
、
今
回
は
標
本
的
費
地
調
査
の
結
果
を
利
用
す
る
事
?
と

し
に
。
建
物
は
一
一
般
住
家
と
然
ら
引
き
る
も
の
に
品
川
れ
る
が
一
一
般
住
家
の
債
額
が
非
常
に
大
に
し
て
、
園
宮
綿
額
の

昭
和
五
年
白
我
園
白
圃
貨
を
諭
ず

第
三
十
八
巻

六
五
九

第
三
披

九

ふ



同
町
和
五
年
の
我
闘
の
闘
宮
を
論
ず

第
一
三
十
八
絵

大
六

O

第

昔虞

O 

一
割
一
分
を
占
め
私
有
財
産
の
一
割
九
分
に
上
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
叉
同
・
畑
・
宅
地
・
瞬
間
と
同
じ
く
標
本
調
査
そ

基
礎
と
し
仁
も
の
で
め
る
が
、
前
者
が
大
蔵
省
の
敷
字
を
準
用
せ
る
に
反
し
費
地
調
査
を
行
っ
た
所
に
長
所
を
有

し
て
ゐ
る
。
も
し
収
益
還
元
債
額
主
義
ぞ
採
用
す
る
な
ら
ば
、
家
屋
賃
貸
債
格
の
調
査
が
各
府
牒
別
に
行
は
れ
て

ゐ
る
か
ら
一
躍
之
佐
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
家
賠
賃
貸
債
格
の
調
査
は
土
地
賃
貸
債
格
の
調
査
と
異
り
会
倒

的
に
見
れ
ば
頗
る
不
統
一
で
あ
り
、
加
ふ
る
に
士
地
賃
貸
借
格
の
場
合
と
同
じ
く
自
己
家
賃
の
撮
制
を
考
慮
す
べ

〈
一
史
に
状
袋
謹
.
ん
の
来
教
が
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
.
統
計
資
料
と
し
て
は
慣
値
が
大
な
り
と
公
ふ
を
持
な
い
。
只

恭
礎
数
字
七
る
一
世
帯
営
h
ノ
建
物
償
額
に
普
通
世
帯
数
を
乗
じ
て
建
物
の
償
額
を
算
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
基
礎
数
字
の
算
出
に
は
特
別
の
注
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

回
・
畑
・
宅
地
・
一
般
住
家
の
四
つ
を
合
一
し
て
我
が
岡
富
総
額
の
四
割
に
上
り
私
有
財
産
の
五
割
三
八
?
と
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
此
の
方
面
の
調
査
に
は
特
別
の
注
意
が
榔
は
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
土
地
と
建
物
の
償
額
の
推
計
方
法
ぞ
研
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
三
伎
は
家
具
家
財
の
一
割
一
分
、

回
第
四
位
は
樹
木
の
六
分
一
一
埋

第
五
位
は
鋸
山
の
五
分
九
屋
、
第
六
位
は
所
蘇
生
産
口
聞
の
五
分
、
第
七
伎
は
鵠
道

及
軌
道
の
三
分
三
厘
、
第
八
位
は
雑
の
二
分
、
第
九
位
は
舶
舶
の
一
分
九
厘
で
あ
る
。

家
具
家
財
に
つ
い
て
は
、
前
回
に
は
建
物
債
額
の
五
割
乃
至
六
割
を
計
上
し
仁
が
、
今
回
は
照
曾
調
査
及
び
標

本
的
貫
地
調
査
に
よ
り
一
般
住
家
内
に
在
る
も
の
と
然
ら
ぎ
る
も
の
と
に
分
ち
之
を
算
定
し
た
の
で
あ
る
。

樹
木
は
前
回
よ
り
も
範
園
を
旗
張
し
に
る
の
み
で
あ
っ
て
、
推
計
方
法
は
前
回
同
様
で
あ
る
c



鍍
山
は
、
牧
益
還
元
償
額
に
よ
っ
た
前
回
の
調
査
と
は
異
り
、
今
回
は
照
合
調
査
に
基
〈
鏑
山
埋
蕪
量
見
積
債

額
に
よ
る
事
と
し
た
。

所
難
生
産
品
に
つ
い
て
は
、
前
回
に
は
其
の
年
生
産
組
債
額
及
轍
入
組
償
額
の
一
定
割
合
を
計
上
し
た
が
、
今

回
は
生
産
者
の
手
許
に
在
る
も
の
、
官
一
公
判
ぬ
替
倉
庫
内
に
在
る
も
の
、
商
前
に
在
る
も
の
及
轍
送
中
の
も
の
に
分

ち
既
存
資
料
の
利
用
、
照
曾
調
査
及
標
本
的
責
地
調
査
の
結
果
に
よ
り
算
定
し
た
。

蹴
道
及
♂
軌
道
は
、
原
則
と
し
て
牧
盆
還
元
慣
額
に
よ
っ
た
前
回
の
調
査
と
異
り
、
躍
進
省
調
査
に
係
る
嘩
道

及
軌
道
mw
各
一
粁
賞
h
ノ
撞
設
費
」
hJ
平
均
減
耗
部
分
を
控
除
し
七
る
割
に
各
耕
踏
の
総
粁
数
少
}
乗
じ
て
其
の
慣
棋

F
M
A
W

樟
持
出
し
に
の
で
あ
る
。
時
現
及
軌
道
の
償
額
の
七
割
一
一
分
が
官
有
い
い
し
て
公
砲
が
七
分
、

，t
i
A
t
E
'
a
f

、・
A
J
H
H
I
，

A
t
h
r
v

託
手
ふ
と
己
計
二
仇
ド

上
っ
て
ゐ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
四

園
富
推
計
の
意
義

内
閣
統
計
局
が
昭
和
八
年
十
二
月
に
後
表
し
た
「
昭
和
五
年
同
富
調
査
報
告
」
を
基
礎
と
し
て
、
昭
和
五
年
の
戎

が
国
富
推
計
の
調
査
方
法
と
調
査
の
結
果
と
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
勢
院
第
一
部
が
大
正
十
年
十
月
に

費
表
し
た
「
戦
前
戦
後
に
於
げ
る
国
富
推
計
」
と
内
閣
統
計
局
が
昭
和
三
年
六
月
に
後
表
し
七
「
大
正
十
三
年
に
於

け
る
凶
富
推
計
」
と
本
報
告
と
を
比
鞭
す
る
に
進
歩
の
跡
の
著
し
き
も
の
が
あ
る
。

昭
和
五
年
国
富
推
計
は
宮
の
静
態
調
査
で
あ
っ
て
、
牧
盆
財
産
で
あ
れ
無
牧
盆
財
産
で
あ
れ
内
地
に
あ
る
物
的

財
貨
の
再
生
産
債
額
又
は
時
債
を
合
計
し
て
之
を
得
た
の
で
あ
る
。
金
解
禁
後
、
満
洲
事
麗
勃
後
前
の
我
が
闘
の

昭
和
五
年
の
我
岡
山
一
同
寓
を
論
ず

第
三
十
代
巻

六
六

第

理主



昭
和
五
年
目
我
園
白
圃
富
を
論
ず

第
三
十
八
巻

六
六

j第

.~ 

経
持
情
勢
は
本
統
計
に
よ
っ
て
之
を
窺
ふ
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
此
種
統
計
は
、
や
h

も
す
れ
ば
結
論
を
説
明

す
る
鴻
め
に
作
製
せ
ら
れ
る
傾
向
の
め
る
も
の
で
み
る
が
、
本
調
査
が
極
め
て
質
賃
に
行
は
れ
た
事
は
喜
ぶ
べ
き

事
で
あ
る
。
従
っ
て
本
統
計
に
於
て
重
ん
十
べ
き
は
結
論
た
る
合
計
数
字
よ
り
も
、
実
の
分
析
せ
ら
れ
た
る
内
容

で
め
る
。
岡
宮
の
中
で
官
有
公
有
現
有
が
如
何
に
組
合
は
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
各
府
牒
に
宮
が
如
何
に
分
布
せ
ら
れ

て
ゐ
る
か
、
如
何
な
る
財
貨
よ
り
闘
富
が
構
成
す
b
れ
て
ゐ
る
か
の
議
姑
で
あ
る
。
間
宮
の
中
で
同
債
費
行
の
バ

ロ
メ
|
グ
ー
と
な
る
部
分
ど
然
に
ツ
プ
・
心
部
分
と
が
自
ら
分
離
せ
ら
れ
げ
し
来
る
の
vL
め
る
。
何
品
川
じ
も
限
ら
れ
れ
あ

時
日
に
限
ら
れ
た
る
経
費
で
作
成
せ
ら
れ
亡
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
計
に
は
食
ひ
足
ら
ぬ
貼
も
少
な
か
ら
や
存

し
て
ゐ
る
に
蓮
ひ
な
い
。
然
し
国
勢
調
査
に
於
げ
る
が
如
く
此
種
の
調
査
を
定
期
的
に
繰
り
返
へ
す
事
に
よ
っ
て

我
闘
の
園
民
鰹
簡
の
動
向
が
判
然
と
し
て
来
る
の
で
め
る
。

内
地
と
外
地
と
の
粧
梼
闘
係
が
明
か
で
な
い
の
は
本
推
計
の
棋
鈷
で
あ
ら
う
。
吟
味
を
要
す
る
既
存
資
料
ぞ
ば

其
佳
受
け
入
れ
貫
地
調
査
を
充
分
に
行
ひ
得
な
か
っ
た
貼
も
あ
ら
う
。
然
し
此
等
の
諸
種
の
棋
貼
は
今
後
の
調
査

で
営
然
故
め
ら
れ
る
筈
で
め
る
。
又
物
的
財
産
の
中
で
無
政
盆
の
も
の
と
肱
盆
を
費
す
も
の
と
を
分
ち
我
が
闘
民

経
梼
が
有
機
的
に
如
何
に
勤
い
で
ゐ
る
か
L
L
云
ふ
黙
に
つ
い
て
は
本
統
計
の
性
質
上
之
を
明
か
に
し
得
な
い
の
で

あ
る
が
、
近
〈
後
表
せ
ら
れ
る
国
民
所
得
推
計
が
必
十
や
其
の
任
務
を
は
た
す
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
昭
和
五
年
末

闘
富
推
計
は
、
業
れ
自
身
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
が
、
更
に
今
後
行
は
れ
る
国
富
推
計
と
圃
民
所
得
推
計

と
の
援
助
に
よ
っ
て
一
層
其
の
意
義
を
増
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。


